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日本弁理士会が優れた発明・考案・
意匠の創作を応援します。

ご存知ですか？ 『特許出願等援助制度』

特許出願等援助制度とは？

利 用 の 流 れ

せっかく有用な発明や考案、意匠の創作をしても、発明者等の経済的な事情によって特許出願等の手続
ができず、結局世の中に活用されずに埋もれてしまうことのないように援助をするもので、必要とされ
る費用の全部又は一部を日本弁理士会が負担する制度です。

◆援助対象費用
発明等について特許出願等をするときに必要となる
弁理士の報酬及び経費並びに特許庁の手数料の合
計を超えない範囲で金額を決めて負担します。

◆援助の内容
認定した金額を負担します。返済する必要はありま
せん。

◆援助の条件
申請書に基づき日本弁理士会において審査を行い
援助の可否を決定します。

◆秘密の厳守
援助対象発明等の内容及び援助を受ける個人及び
法人の情報は適切に管理し、本制度の目的以外で利
用することはありません。

◆援助対象となる発明・考案・意匠
（以下「発明等」という。）

社会的に有用であり、かつ大きな効果が期待される
発明等であって、原則として出願前のものを対象とし
ます。

◆援助対象者
以下のいずれかに該当し、特許出願等の手続費用を支払うことが
困難な方

1. 有用な発明等をした人で収入が所定の基準に達し
ていない個人

2. 対象となる発明等を自ら実施しようとしている個
人、あるいは他人に実施させようとしている個人

3. 大学等の教育機関の教育者又は研究者
4. 法人税が非課税または法人設立から間もない中
小企業、ベンチャー企業

規定の申請書を日本弁理士会会長
あてに提出します。申請書には指定
の書類を添付します。

審査は原則として前月中に受け付け
た申請書について行ないます。

審査の結果は、書面にてお知らせし
ます。（援助対象とならなかった場
合、その理由や審査過程等のお問
い合わせには回答しかねますので、
予めご了承ください。）

審査の結果、援助が決定しましたら、
出願の代理をする弁理士を決めて
いただきます。

援助を受ける方と出願の代理をす
る弁理士と日本弁理士会の三者で
契約を交わします。

援助費用は対象とする出願手続等
が終了して手数料等の報告があっ
た時点で代理をした弁理士に支払
います。
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特許出願等援助制度の詳細、申請書様式の
ダウンロードは日本弁理士会のホームページで

検　索特許出願等援助制度
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